
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆厚生労働省から新基準が公表されました 

厚生労働省から、「夫婦共同扶養の場合における被扶

養者の認定について（令和３年４月 30 日保保発 0430第

２号・保国発 0430 第１号）」という通知が出されまし

た（５月 12 日）。これにより、夫婦共同扶養の場合に

おける被扶養者の認定について、これまでの通達（昭和 

60 年６月 13 日付保険発第 66 号・庁保険発第 22 号通

知）が廃止され、新たな基準が適用されます（令和３年

８月１日より）。 

 

◆背景 

令和元年に成立した健康保険法等の一部を改正する法

律（令和元年法律第９号）の附帯決議で、「年収がほぼ

同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者と

するかを調整する間、その子が無保険状態となって償還

払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的

かつ明確な基準を策定すること」とされ、これを踏まえ

たものです。 

 

◆夫婦とも被用者保険の被保険者の場合の取扱い（新基

準） 

基準には、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の

場合の取扱い」、「主として生計を維持する者が健康保

険法第 43 条の２に定める育児休業等を取得した場合の

取扱い」などが定められています。ここでは、「夫婦と

も被用者保険の被保険者の場合の取扱い」の新基準をみ

てみます。 

(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者

の年間収入（過去の収入、現時点の収入、将来の収入

等から今後１年間の収入を見込んだものとする。以下

同じ。）が多い方の被扶養者とする。 

(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の１

割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るた

め、届出により、主として生計を維持する者の被扶養

者とする。 

(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員で

あって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当

又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合

には、その認定を受けている者の被扶養者として差し

支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていな

いことのみを理由に被扶養者として認定しないことは

できない。 

(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に

係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった

理由（年間収入の見込み額等）、加入者の標準報酬月

額、届出日及び決定日を記載することが望ましい。被

保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険

者等に提出する。 

(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知

とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づい

て届出を審査することとし、他保険者等の決定につき

疑義がある場合には、届出を受理した日より５日以内

（書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除

く。）に、不認定に係る通知を発出した他保険者等

と、いずれの者の被扶養者とすべきか年間収入の算出

根拠を明らかにした上で協議する。この協議が整わな

い場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が

提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被

扶養者とする。 

標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出によ

り、主として生計を維持する者の被扶養者とする。な

お、標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定

が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かっ

て決定を改める。 

(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断
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として差し支えない。 

【厚生労働省「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の

認定について」PDF】 
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf 

 

 

 
 
帝国データバンクが、2021 年４月に調査した「人手不

足に対する企業の動向調査」の結果を発表しました（調

査対象は全国２万 3,707 社、有効回答企業数１万 1,003 

社（回答率 46.4％））。まん延防止等重点措置の適用と３

回目の緊急事態宣言が出された時期ですが、依然として

雇用継続に苦慮している企業がある一方で、堅調な回復

から人手が不足している企業もあり、企業の動向に二極

化が表れていることがわかりました。 

 

◆正社員の「不足」は 37.2％。前年同月より増加も２年

前と比較すると大幅に低下 

 正社員が不足していると答えた企業は 37.2％（前年同

月比 6.2 ポイント増、２年前比 13.1 ポイント減）でし

た。１回目の緊急事態宣言の最中であった１年前と比べ

ると人手不足割合は増加しているものの、新型コロナウ

イルスの影響を受けていない２年前からは 10 ポイン

ト以上下回っています。業種別では、「メンテナンス・警

備・検査」と「教育サービス」（ともに 55.6％）が最も高

いという結果でした。以下、「建設」（54.5％）、「情報サ

ービス」（54.1％）、「農・林・水産」（53.5％）、「自動車・

同部品小売」（50.0％）が５割台の上位で続いています。 

 

◆非正社員の「不足」は 20.6％。業種では「飲食店」が

唯一５割 

 非正社員が不足していると答えた企業は、20.6％（前

年同月比 4.0 ポイント増、２年前比 11.2 ポイント減）

でした。業種別では、「飲食店」が 50.0％と唯一の５割台

でしたが、２年前（78.6％）と比較すると、人手不足の割

合は大幅に低下していることがわかります。次いで、「教

育サービス」（46.2％）、「各種商品小売」（45.2％）、「メン

テナンス・警備・検査」（42.8％）が４割台で続きました。 

 

◆抜本的対策を講じなければ、人手不足は再拡大の傾向 

正社員の人手不足割合は前年同月より 6.2 ポイントの

増加がみられたものの、新型コロナの影響を受けていな

い２年前と比べると、10 ポイント以上下回っています。

この傾向は、非正社員や企業規模別でみても同様の傾向

で、企業における人手不足感は高まっているものの、新

型コロナ以前と比較すると緩和状態が続いています。 

ただ、逆に言えば新型コロナという非常事態によって

人手不足は大きく低下したにもかかわらず、この調査か

らは依然人手不足感をもっている企業は多いという結果

がわかり、抜本的な解決策を講じなければすぐにこの傾

向は高まってしまうことにつながります。調査結果の分

析でも、今からそれに備えた対策、対応を検討していく

必要があるとしています。 

【帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査

（2021 年 4 月）」PDF】 

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p2105

06.pdf 

 

 

 
12 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金事

務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定

所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の

確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または

銀行］ 

15 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の現

況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定

所］ 

8 月 2 日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休業４

日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞［郵便局

または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

 

緊急事態宣言下でも企業の約 37％が正社

員不足～帝国データバンク調査から 

7 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


